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官民連携まちづくりとは？01

北陸版 官民連携まちづくりの手引き｜1

1 官民連携まちづくりの必要性

従来、まちづくりは行政が中心となって担ってきましたが、近年、市民・企業・

NPOなど、 民間主体によるまちづくりの取組が活発になってきており、まち

づくりの新たな担い手としての民間等の役割が拡大しつつあります。

一方、人口減少に伴う税収の減少、高齢化に伴う社会保障費の増大等により、

行政の財政状況はひっ迫しつつあることから、民間による自主的な取組の公的

な側面に着目し、こうした取組を促進することが重要となっています。

2 北陸管内における官民連携まちづくりの取組状況

都市再生整備計画は、平成23年の法改正により「官民連携によるまちの整備・管

理のための計画」として、交付対象事業だけでなく民間主体によるまちづくりの推

進を図る活動（官民連携まちづくり）も記載できることとなりました。

都市再生整備計画に記載することにより、道路占用許可の特例、河川敷地占用許

可、都市公園占用許可の特例といった各種制度を活用した「官民連携まちづくりの

取組」が可能となったほか、以下のような予算支援も設定されました。

どんな事業が活用可能？

＜官民連携まちなか再生推進事業＞

官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来
像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するための自立・自走
型システムの構築に向けた取組を総合的に支援します。

＜まちなかウォーカブル推進事業＞

車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲
において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施す
る、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取
組を重点的・一体的に支援します。

＜官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業＞

官民が連携して策定する地域戦略に資する事業について、基盤整備の構想段
階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を支援します。

都市再生整備計画や予算支援を活用できます！
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【北陸管内全64自治体へのアンケート調査（令和7年8月）より】
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(1)官民連携まちづくりの「必要性」について

(2)官民連携まちづくりの「取組状況」について

(3)官民連携まちづくりを実施していない理由（着手していない自治体）

⇒８割以上の自治体が必要性を感じています！

⇒一方で、既に着手している自治体は３割以下です

⇒官民連携まちづくりをどう実施して良いかわからない自治体は5割以上です
⇒以降のページで、実施のポイントを説明します！



官民連携によるまちづくりのフェーズごとの疑問と解決のポイント！02

フェーズ 1 体制づくり

フェーズ 2 未来ビジョンづくり

フェーズ 3 地域運営の仕組みづくり

北陸版 官民連携まちづくりの手引き｜2

官民連携まちづくりを進めている自治体へのヒアリングを通じて、まちづくりの

フェーズに応じた官民連携まちづくりのポイントを整理しました。

～官民連携まちづくりのフェーズごとの解決のポイント～

官民連携まちづくりを進める上での特に重要なポイント

ポイント 所管部署の考え方

官民連携まちづくりを所管する行政の担当部署の考え方は、以下の３パターンが考
えられます。

①総合計画等を所管する企画・政策系部署
②中心市街地活性化基本計画等を所管する部署

③都市計画マスタープラン等を所管する都市計画系部署

ポイント 取組の自走化に向けた行政と民間の役割分担
取組の自走化に向けた行政と民間の役割分担の考え方は、民間事業者との調整状況
や参画意欲等に応じて、主に以下の２パターンがありました。

①取組開始当初から民間事業者が主体となり、行政は支援する立場で進める場合
（事例）富山市、和歌山市

②取組開始当初は行政が主体となり、取組を進める中で民間事業者に移行する場合
（事例）新潟市、加茂市、気仙沼市、草津市

※気仙沼市は令和7年度より民間事業者が主体となっていますが、他3都市は今後民間事業者

が主体となることも想定しています。

ポイント 官民連携は手段であり目的ではない

官民連携まちづくりはあくまで手段であって、目的ではありません。目的を実現す
るために関係者間で連携して取組を進めることが重要です。

必ずしも行政の負担軽減を期待するものではなく、協働してエリア価値を高め続け
ていく姿勢や体制構築が重要という点は、先行して官民連携まちづくりに取り組む
どの自治体でも共通しています。

● 庁内で地域のキーマンとなる方を把握している上長・担当者や、リノベーショ
ンスクール等の人材育成を通じて、民間事業者を発掘する事例が見られます。

● コーディネーターとして、コンサルタントや学識経験者等が参画し、行政と地
元の間に入って地域との関係構築や育成に携わることも考えられます。

● 制度の活用や行政手続きの簡素化等により、取組を進める上での課題やハード
ルの解決を支援する行政と、実施主体として各種事業を進める民間事業者とで
役割分担することも考えられます。

● 庁内複数課との連携手法は、担当者同士の日々の情報共有や、エリアプラット
フォームの会議への関係課の担当者の出席など、自治体によって様々です。

● 官民連携まちづくりを進める契機は自治体によって様々です。駅周辺や公共施
設等のハード整備のほか、エリア全体の賑わい創出の検討を契機とする事例が
見られます。

● エリアプラットフォームで議論を重ねて関係者間で将来像を共有するとともに、
官民の役割や取組内容を未来ビジョンに盛り込むことが重要です。

● 未来ビジョンの作成にあたっては、アンケート調査やヒアリング調査、社会実
験、個別面談等により、地域の課題や民間事業者の意向を把握することが考え
られます。

● 議論する内容や参加者の目的、熱量も踏まえて、関係者との合意形成を進める
ことも考えられます。

● 実施体制を持続可能なものとするため、自由な発想を事業化できるような主体
性や意欲を持つ若手も巻き込みながら進めることも考えられます。また、テー
マごとにワーキンググループ等を立ち上げるなど、必要な人数で密にやりとり
することが考えられます。

● 都市再生推進法人やまちづくり会社等の公的団体としての位置づけや、業務委
託等による行政からの支援も考えられます。

● 予算確保にあたっては、国や自治体の補助事業を活用することが考えられます。
取組について首長の理解を得られている自治体では、予算確保が比較的スムー
ズな事例も見られました。

和歌山市（P8参照）

新潟市（P3参照）

新潟市（P3参照）、加茂市（P4参照）

加茂市（P4参照）、気仙沼市（P6参照）

富山市（P5参照）

富山市（P5参照）、草津市（P7参照）

気仙沼市（P6参照）

気仙沼市（P6参照）

草津市（P7参照）

（事例）加茂市
（事例）富山市、和歌山市、

草津市
（事例）新潟市、気仙沼市



先進的な取組事例 ～ 新潟県 新潟市 ～03

北陸版 官民連携まちづくりの手引き｜3

● 取組の概要

新潟駅周辺と商業施設が集積する万代地区周辺、水辺空間を３つのモールで有機的に繋げ、新たな魅力や価値が創造される「人中心のまち」を目指す

新潟市は開港150周年を契機に「新潟都心の都市デザイン」を策定し、「にいがた2km」による一体的な都心のまちづくりを推進している。
新潟駅と商業施設が集積する万代地区周辺エリアでは、駅高架化や駅前広場整備、民間再開発が進展し都市構造が大きく転換している。
こうした情勢を踏まえ、エリアの将来ビジョンを策定しており、これを具現化するため、多様な主体が連携するエリアプラットフォームを構
築し、人を中心とした持続的なまちづくりに取り組んでいる。

背景

官民連携まちなか再生推進事業補助事業令和5年3月10日 設立エリアプラットフォーム令和5年3月 策定未来ビジョン

● 取組の特徴

＜官民連携実施エリア＞
にいがた２ｋｍ

エリアプラットフォーム会員との意向等確認

希望する会員企業と個別面談を実施し、エリアプラット
フォームの課題・今後の活動方針、要望等を確認。

今後、民間主体での取組を視野に入れる中で、現状の会員の
思いを本音ベースで確認することを重視している。

面談の意見をワーキンググループに実際に落とし込む流れも
生まれており、定期的な面談の実施も有効と捉えている。

会員が集まる機会にあわせて、懇親会を開催する場合があり、
エリアプラットフォーム会員の連携強化につなげている。

他都市のまちづくり事例の視察

エリアプラットフォームの活動の中で、年1回、他
都市のまちづくりの事例を視察。

事務局を合わせて20～30名程度が参加。

年3回程度、外部講師を招きまちづくりの参考とな
るセミナーを開催。

視察にあわせて懇親会を開催。情報の深堀りや、
他都市との情報共有の強化等を実施。

若手メンバーを中心とした
プロジェクトの立ち上げ

若手の意見をまちづくりに反映すること
を目的に、まずはエリアプラットフォー
ム会員の若手メンバーによる交流会を開
催（R7.3～継続中）。

若手メンバーでプロジェクトを立ち上げ、
取組を実施中。

● 取組の効果

効果 1 主体性の醸成

若手メンバーでのプロジェ

クトの試行は、小さな取組で

はあるもののチャレンジの

きっかけにもなっており、民

間の主体性も生まれつつあ

る。

効果 2 ワーキンググループから生まれた
新たな取組歩道空間を活用

する社会実験や、

来街者を歓迎する

「推し活」プロジェ

クトなど、新たな取

組が生まれている。
推し活ワーキング開催状況

（画像提供：新潟市）

効果 3 地価増加傾向

対象エリア内に設定され

た公示地価の標準地（3地

点）では、いずれも新潟市

や中央区の平均地価を上

回っている。特に新潟駅

に近い「東大通1丁目25

番外」の増加が顕著。

フェーズ 1 体制づくりの参考（行政と民間の連携） フェーズ 1 体制づくりの参考（関係者の機運醸成） フェーズ 3 地域運営の仕組みづくりの参考
（地域で持続・自立できる仕組み）
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新潟市中央区平均 新潟市平均

公示地価の変動率

2022年6月
新潟駅在来線全線高架化

2024年3月
新潟駅バスターミナル

供用開始

※官民連携まちづくり以外の要因も

寄与していることに留意が必要。

東大通みちばたリビング
（画像提供：新潟市）



03

北陸版 官民連携まちづくりの手引き｜4

● 取組の概要

● 取組の特徴

● 取組の効果 効果 1 関係性の構築

エリアプラットフォームを通じて、既

存の団体や枠組みを超えたまちのプレ

イヤーの関係性が構築。

効果 3 民間事業者の参画のしやすさ

企業がCSR（社会的責任）を重視する時代に官

民連携まちづくりを掲げることで、民間事業者に

よるまちづくりへの参画を促しやすくなった。

先進的な取組事例 ～ 新潟県 加茂市 ～

多様なステークホルダーが集う「加茂駅周辺まちなかエリアプラットフォーム」を通じ、公民の垣根を超えて目指すべき、エリアの将来像「加茂駅周辺まちなか

エリア未来ビジョン」実現に向けた取組の相談や情報共有、連携・協力できる仲間づくりを行っている

＜官民連携実施エリア＞
加茂駅周辺

効果 2 民間事業者の自主性

エリアプラットフォームを通じた様々な情報の集積・

共有により、民間事業者の自主的な活動をまちづくり

として進められるようになった。

総合計画に基づき「多くの人が商店街を行き交い、賑わいと活気にあふれるまち」の実現に向けた取組を加速させるための施策を検討する中
で、複雑化・多様化する社会と市民ニーズ、リソース不足（ヒト・カネ）から、地域の経営課題の解決に行政単独で取り組むことは不可能で
ある。
まちの持続可能性を高め、市民の暮らしを守るためには産学金の専門知・ノウハウの活用、既存アセットの再評価や利活用、外部ステークホ
ルダーの巻き込みや連携が必要不可欠と考え、官民連携によるまちなか再生をテーマに、民間や市民が主体のまちづくりを定常的なものにす
るための仕組みづくりを行っている。

背景

官民連携まちなか再生推進事業補助事業令和6年3月13日 設立エリアプラットフォーム令和6年10月 策定未来ビジョン

各課所管事業を横断的に捉える体制構築最高戦略責任者（CSO）の採用

採用発表の様子（出典：加茂市）

フェーズ 1 体制づくりの参考（関係者の機運醸成） フェーズ 1 体制づくりの参考（関係者の機運醸成）

民間事業者への個別説明

フェーズ 1 体制づくりの参考（行政と民間の連携）

若手主体のワーキンググループの立ち上げ

フェーズ 3 地域運営の仕組みづくりの参考（地域で持続・自立できる仕組み）

各課で所管する内容を横断的に捉えることが重要であることから、政
策推進課を新たに立ち上げることでその役割を担った。

エリアプラットフォーム立ち上げ時には、キーマンとなり得る方に個
別説明を行うなど丁寧に調整を進めている。

若手主体のワーキンググループを立ち上げ、エリアプラットフォーム
との二層構造を展開。

外 部 の 民 間 人 材 を CSO （ Chief
Strategy Officer：最高戦略責任
者）として招聘。民間の経験と視点
を持ち、まちづくりの主役である市
民や民間事業者との連携・協働を推
進していく体制を整備。

CSOの登用にあたっては、総務省の
「地域プロジェクトマネージャー」
制度を活用。

庁内調整の工夫として、CSOを副市
長の下に配置し、各課の課長に指示
を発出することを可能とする。

CSOの退任後も、CSOの思想や意識は
庁内職員に根付いている。
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● 取組の概要

● 取組の効果

効果 1 駅前の賑わい創出

トヤマチ∞ミライ（未来ビジョン）策定前は、駅を

イベントスペースとして活用可能との認識が低

かったが、トヤマチ∞ミライがモデルケース的に使

用したことで、イベントスペースの利用も増加傾向。

富山駅周辺の企業や団体、富山市などが官民一体となり、「点」の活動をつなぎ、むすび、「面」としての活動に昇華していくとともに、一体的な情報発信によ

る駅周辺の活性化と魅力の向上を目指す

＜官民連携実施エリア＞
富山駅周辺

新幹線の開通・富山駅の南北接続後、駅周辺エリアに対する世間の期待感も高まる中で、エリア内では多くの団体が個別に活動を起こしてい
たが、単発の賑わい創出に留まっていた。
エリア全体を捉えて統括する官民連携の組織が求められていたため、富山市と駅周辺企業が一体となり、官民まちなか再生推進事業を活用し
てプラットフォームを構築し、ビジョンを策定。策定したビジョンに基づき、活動を推進する実行部隊として民間主導の任意団体を設立し、
翌年一般社団法人化。

背景

官民連携まちなか再生推進事業補助事業令和3年11月 設立エリアプラットフォーム令和5年3月 策定未来ビジョン

先進的な取組事例 ～ 富山県 富山市 ～

● 取組の特徴

各種社会実験やイベント等の実施

意識醸成及び賑わい創出の観点から
社会実験を実施

社会実験により、富山駅周辺におけ
る官民連携に向けた検証を実施

主体となる民間事業者の発掘

エリアプラットフォーム立上げ時
のプレイヤー発掘・募集に当たり、
まずは富山駅周辺の企業に声掛け。
中でも、パブリックマインドが強
く、活動に積極的であった富山
ターミナルビル（株）がエリアプ
ラットフォームの事務局を担当。

持続可能な実施体制の構築

エリアプラットフォームの運営にあたり、構成員か
ら年間の負担金（運営費）を徴収。

富山市からエリアプラットフォームへの事業委託や
施設利用料の減免等を実施。

将来的に、富山駅や駅周辺駐車場の管理運営業務を
指定管理者制度を活用して受託し、エリアプラット
フォームの収益事業とする可能性なども見据え、任
意団体よりも社会的信用の高い組織とすべく一般社
団法人化した。

フェーズ 1 体制づくりの参考
（関係者の機運醸成）

フェーズ 2 未来ビジョンづくりの参考
（社会実験等も踏まえた地域の将来像・基本方針の設定）

フェーズ 3 地域運営の仕組みづくりの参考
（地域で持続・自立できる仕組み）

えきのあそびば（画像提供：富山市）

トヤマチ∞ミライ（出典：一般社団法人トヤマチミライ）

効果 2 地価増加傾向

対象エリア内に設定された公示地

価の標準地（2地点）は、いずれも

富山市の平均地価を上回り、富山

駅周辺の事業進捗に応じて変動率

が伸びている。
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（千円／㎡）

富山市桜町2丁目1番5 富山市桜町1丁目3番4外 富山市平均

2020年3月
路面電車南北接続事業完成

2022年3月
富山駅北口広場供用開始
JR富山駅ビル開業

公示地価の変動率 ※官民連携まちづくり以外の要因も寄与していることに留意が必要。

【実施した社会実験】

・えきのあそびば（令和3年）

・よぞら駅道（令和3年） など
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● 取組の概要

● 取組の特徴

民間発想によるビジョンと官民共有ビジョンの作成民間事業者の担い手育成

● 取組の効果 効果 1 事業の幅の広がり

個人事業主同士の横のつながりや連携が進み、事業の幅が拡大。

民間ビジョン「気仙沼まちなかエリア未来ビジョン みんなの母港大作戦！～復旧・復興から・沸騰へ 」に基づいて、社会実験による検証などを踏まえ、官民

ビジョン「気仙沼まちなかエリアビジョン」を策定し、各プロジェクトの常設化・恒常化に向けて検証や仕組みづくりを行い、ビジョンの具現化を進めている

＜官民連携実施エリア＞
気仙沼市 まちなかエリア

令和2年度から取組に着手し、
当初はエリアプラットフォー
ムの事務局を行政が担当。

令和7年度からは地域主体で
の取組に移行し、まちなかエ
リアデザイン会議のメンバー
がエリアプラットフォームの
運営を担当。

コーディネーター（コンサル
タント）による、担い手育成
も含めた支援も地域主体で進
んだ要因の一つ。

フェーズ 1 体制づくりの参考
（行政と民間の連携）

効果 2 共創社会の実現

地域の未来をともに描き、実現していくための「共創の仕組み」として機能。

東日本大震災の復旧・復興事業がおおむね完了するも、令和９年度市役所庁舎の移転、BRT新駅の開業、定期航路の運航終了など、まちで新た
な変化が生じつつある状況を受け、内湾地区から庁舎跡地周辺について、市全体との関係を踏まえた活用の構想が必要となった。

背景

官民連携まちなか再生推進事業
地方創生推進交付金
デジタル田園都市国家構想交付金

補助事業令和3年6月 設立エリアプラットフォーム
民間ビジョン：令和4年3月策定
官民ビジョン：令和5年3月策定

未来ビジョン

先進的な取組事例 ～ 宮城県 気仙沼市 ～

フェーズ 2 未来ビジョンづくりの参考
（社会実験等も踏まえた地域の将来像・基本方針の設定）

若い世代への声掛け

エリアプラットフォームの設立にあたり、自由な
発想とアイデアを自らの事業として具体化できる
よう、若い意欲のある30～40代の世代に声掛け。

フェーズ 3 地域運営の仕組みづくりの参考
（地域で持続・自立できる仕組み）

複数の補助制度の活用による
継続的な取組の推進

官民連携まちなか再生推進事業を活用して、エリ
アプラットフォームを設立し、未来ビジョン・民
間ビジョンを策定。地方創生推進交付金を活用し
て、未来ビジョン・官民ビジョンを策定し、社会
実験や交通量調査を実施したほか、デジタル田園
都市国家構想交付金を活用して、社会実験や回遊
性向上支援等を実施し、ビジョンの具現化を図る。

フェーズ 3 地域運営の仕組みづくりの参考
（各種補助制度の活用）

未来ビジョンは2種類作成（まちを「つかう」側の目線で、民間の自由な
発想ややりたいことを取り入れた「民間発想による民間ビジョン」と、
社会実験等を通じた検証を行い実現性も加味した「官民ビジョン」）。

気仙沼まちなかエリアビジョン（出典：気仙沼市）
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● 取組の概要

● 取組の効果

効果 1 豊かな公共空間の創出

行政が整備した都市インフラを舞台に、

民間主導による付加価値を創出するこ

とで、豊かな公共空間が創造。

公共空間を使いこなす多様なプレー

ヤーが集まり、まちの関係人口が拡大。

中心市街地活性化基本計画による行政主導の官民連携まちづくりから、未来ビジョンによる民間主導の官民共創まちづくりを進めている。
＜官民連携実施エリア＞
草津駅周辺

平成14年に市街地を流れる草津川が廃川となり、その跡地を高質なガーデン空間として活用するため、エリアマネジメントによる収益と管理
の循環を目指し、まちづくり会社によるテナントミックスと、エリアマネジメントによる運営を企画。
同時に、行政による草津駅周辺の低未利用地における公共施設の再整備を官民連携で進め、整備後のまちなか全体をエリアマネジメントする
会社として、商工会議所と連携し、草津まちづくり株式会社を平成25年2月に設立。同年11月に中心市街地活性化基本計画の認定を受ける。

背景

官民連携まちなか再生推進事業補助事業令和7年4月 設立エリアプラットフォーム令和7年3月 策定未来ビジョン

● 取組の特徴

市民の声をイラストで集約

KUSATSUまちなかクロッキー会議では、
「目指す将来像」を地元で活動するイ
ラストレーターの指導のもと、市民一
人一人が自ら描き、参加者で共有。

都市再生推進法人への指定

草津まちづくり株式会社が市有
地を活用し、商業施設を整備す
る上で、市から支援（施設整備
補助や土地代の減免など）を実
施。

公的団体として位置づけるため、
都市再生推進法人に指定（全国
で11番目）。

商工会議所と草津まちづくり株
式会社により、中心市街地活性
化協議会を設立。

フェーズ 1 体制づくりの参考
（行政と民間の連携）

フェーズ 2 未来ビジョンづくりの参考
（地域内外の方への周知・共有）

イラストによるイメージ共有
（草津駅周辺エリア未来ビジョンより（出典：草津市））

行政と民間の役割分担の考え方

エリアプラットフォームの運営は、まちづ
くり会社・行政・商工会議所の3者が担う。

＜つなぐ（まちづくり会社）＞

地域を元気にしていきたい人の発掘やつなぎ
による、相乗効果・可能性を探る。

＜支える（行政）＞

地域のプレイヤーの活動を制度面や資金面か
ら支援。

＜育てる（商工会議所）＞

発掘したプレイヤーの活動の自立自走に向け
たアドバイスを行う。

草津駅周辺エリア未来ビジョン（出典：草津市）

フェーズ 1 体制づくりの参考（行政と民間の連携）

効果 2 地価増加傾向

対象エリア内に設定された公示

地価の標準地（3地点）の一部では、

草津市の平均地価を上回り、増加

率も大きい。

2024年8月
市立プール開業

効果 3 社会増傾向

草津市の社会増減率について、

社会増が続いている

草津市における社会増減率

2022年度： 0.77％ 増加

2023年度： 1.26％ 増加

公示地価の変動率
※官民連携まちづくり以外の要因も

寄与していることに留意が必要。
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● 取組の概要

＜官民連携実施エリア＞
和歌山市 都市機能誘導区域

公共施設・空間の整備と都市再生推進法人の指定が同時期にあり、官民連携によるまちづくりが進展。
補助金ありきの事業計画との課題が浮き彫りとなり、行政主体の計画づくりから、住民主体のまちづくりを行政がサポートする手法へ変える
動きが活発になったタイミングでもあり、空き店舗の活用支援の手法を補助金からリノベーションスクールの実施へと方向転換。

背景

官民連携まちなか再生推進事業補助事業令和2年度 設立エリアプラットフォーム令和5年3月 策定未来ビジョン

● 取組の特徴

まち全体を舞台にした回遊型イベント
の実施

和歌山市のまちづ
くり会社が主体と
なって、JR和歌山
駅や和歌山市駅周
辺のまちなかエリ
アを舞台にした回
遊型イベント「IN
THE LOOP」を2ヶ月
間実施。

協力団体・参加団
体は毎年増加して
おり、2025年度は
鉄道事業者と連携
したデジタルスタ
ンプラリーを実施。

フェーズ 3 地域経営の仕組みづくりの参考
（地域で持続・自立できる仕組み）

IN THE LOOP 2025 チラシ
（出典：和歌山市HP）

リノベーションスクールの実施による民間活動の活発化

リノベーションスクールをこれ
まで10回開催し、遊休不動産の
利活用が進むなど民間活動が活
発化。パブリックマインドを
持ったまちづくり会社が6社設
立した流れもあり、都市再生推
進法人が令和7年10月時点で13
社活動中。

リノベーションスクールでは、
実物件（和歌山市内の遊休不動
産）を対象に、実務レベルのリ
ノベーション事業計画を作成し、
不動産オーナーにプレゼンテー
ションを行う。スクール後は、
その提案を基にブラッシュアッ
プを重ねて事業化に向けて動き
出す。

フェーズ 1 体制づくりの参考（関係者の機運醸成）

先進的な取組事例 ～ 和歌山県 和歌山市 ～

都市計画やビジョンが作成され、まちの資源である公共施設・空間が増えてきたが、担い手がいないものも多く、使い倒されていない状況より、公共施
設・空間の活用の相手方を公募し、都市再生推進法人を中心に民間で活用できるように取り組みが進む

まちづくり会社の設立・都市再生
推進法人の指定（指定数全国１位）

行政主体の計画づくりでは民間との連
携が進まなかったこともあり、住民主
体のまちづくりを行政がサポートする
手法へ切り替え。

公共施設・空間の整備と都市再生推進
法人の指定が同時期にあり、官民連携
によるまちづくりが進展。リノベー
ションスクールの実施等により民間活
動が活発化し、まちづくり会社の設立
や都市再生推進法人の指定が進む（指
定数全国１位）。

フェーズ 1 体制づくりの参考
（行政と民間の連携）

● 取組の効果

効果 1 民間活動の活性化

民間活動が活性化し、複数のまちづくり会社設立などの人材育成・発掘につな

がる。

効果 2 住み続けたいまちの実現

行政は後方支援に回り、まちの主役である住民が主体となることで、まちの資源を活用し

ながら、市民自身が思うまちの実現につながっている。

第１回リノベーションスクール@和歌山のチラシ
（出典：リノベーションわかやま）
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1

官民連携まちづくりを進め

る上で役立つ制度の紹介

や、 まちづくりの最新イベ

ントなどの情報を発信して

います

官民連携まちづくりポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html

2

街路空間を車中心から”

人中心”の空間へと再構

築し、沿道と路上を一体

的に使って、人々が集い

憩い多様な活動を繰り広

げられる場へとしていく

「ウォーカブルなまちづく

り」への街路空間の再構

築・利活用に関する様々

な取組を紹介しています

ウォーカブルポータルサイト

https://www.mlit.go.jp/to
shi/walkable/

北陸地方整備局へのお問い合わせ
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＜参考＞国土交通省の活用可能な予算支援の概要（令和８年２月現在）

(1) 官民連携まちなか再生推進事業

官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリ
アの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現する
ための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、
多様な人材の集積や投資を惹きつける都市の魅力・国際競争力の強
化を図るため、令和2年度に創設

概要

都市再生推進法人が参画するエリアプラットフォーム等補助対象

定額、1/2補助率

(2) まちなかウォーカブル推進事業

車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動で
きる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間
事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、
滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地
が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業として、令和2
年度に創設

概要

（交付金）市町村、市町村都市再生協議会、（補助金）都道府県、
民間事業者等

補助対象

（交付金）1/2、（補助金）1/2補助率

(3) 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業

官民が連携して策定する地域戦略に資する事業について、基盤整備
の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を支援

概要

都道府県、特別区及び市町村補助対象

1/2 以内補助率

国土交通省 北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課

〒950-8801 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号

TEL ：(025)280-8755


